
一
頁

○
総
務
省
令
第
百
十
八
号

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
民
間
事
業
者
に

よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
四
か
ら
様
式
第
七
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

。法
人

」
を

、

「法
人

」
に
改
め
、
「と

し
代

表
者

が
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

様
式
第
八
中
「
（代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

押
印

を
省

略
で

き
る

。

）
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、

様
式
第
九
中
「
（自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

。

）
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、

様
式
第
十
中
「自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

。法
人

」
を
「法

人

」
に
改
め
、
「と

し
代

表
者

が
自

、
、



二
頁

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
様
式
第
十
一
中
「と

し
代

表
者

が
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

様
式
第
十
二
か
ら
様
式
第
二
十
一
ま
で
の
規
定
中
「自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

。法
人

」
を
「法

人
、

」
に
改
め
、
「と

し
代

表
者

が
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
、

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


